
知っていますか？？

公契約条例とは？？

日野市が発注する工事請負等の契約において、
その現場に従事される方の

“労働報酬下限額”
（＝賃金の下限額）を定め、

労働条件の確保や公共事業の質の向上を図ることを目的とし
た条例です。
日野市では、地域経済の活性化と市民の福祉の向上に寄与す
ることを目的に、平成30年10月１日より施行されました。

❕❕あなたの賃金は大丈夫ですか？❕❕

「この現場での賃金が労働報酬下限額を下回っている」場合は
市や元請業者などに申し出をすることができます。

※「受注者は、申し出をしたことを理由として解雇、請負
契約の解除その他不利益な取り扱いをしてはならない」
と条例に定めています。

労働報酬下限額とは？

その現場における“賃金の下限額”で、
受注者は労働者に対し労働報酬下限額以上の賃金を支払う
ことが義務付けられます。

（労働報酬下限額は、裏面をご覧ください）



〇受注者

〇日野市役所 総務課契約係
〒191-8686 日野市神明１－１２－１ 日野市役所４階
☎０４２－５１４－８１３２（直通）

❕ 申出先 ❕

令和６年度労働報酬下限額
単位：円（１時間当たり）

№ 職種 労働報酬下限額 № 職種 労働報酬下限額

1 特殊作業員 ３，００７ 27 普通船員 ３，１３５

2 普通作業員 ２，６９９ 28 潜水士 ５，０１５

3 軽作業員 １，８７０ 29 潜水連絡員 ３，６６６

4 造園工 ２，７５２ 30 潜水送気員 ３，５６０

5 法面工 ３，３５８ 31 山林砂防工 ３，２６２

6 とび工 ３，３１５ 32 軌道工 ５，７８０

7 石工 ３，３３７ 33 型わく工 ３，１８８

8 ブロック工 ３，１０３ 34 大工 ３，０６０

9 電工 ３，１９９ 35 左官 ３，２７３

10 鉄筋工 ３，２８４ 36 配管工 ２，８６９

11 鉄骨工 ２，９７５ 37 はつり工 ３，０３９

12 塗装工 ３，４７５ 38 防水工 ３，６３４

13 溶接工 ３，５９２ 39 板金工 ３，４４３

14 運転手（特殊） ３，０７１ 40 タイル工 ２，８５０

15 運転手（一般） ２，５０８ 41 サッシ工 ３，２３０

16 潜かん工 ３，７３０ 42 屋根ふき工 ２，０２４

17 潜かん世話役 ４，４２０ 43 内装工 ３，３２６

18 さく岩工 ３，７８３ 44 ガラス工 ３，１７７

19 トンネル特殊工 ３，６０２ 45 建具工 ２，８５９

20 トンネル作業員 ３，１２４ 46 ダクト工 ２，８６９

21 トンネル世話役 ４，０８０ 47 保温工 ２，７８４

22 橋りょう特殊工 ３，４９６ 48 設備機械工 ２，８０５

23 橋りょう塗装工 ３，５７０ 49 交通誘導警備員Ａ ２，０１９

24 橋りょう世話役 ４，０９１ 50 交通誘導警備員Ｂ １，７６４

25 土木一般世話役 ３，２９４ 51 建築ブロック工 ２，９４０

26 高級船員 ３，８８９


